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電波監理審議会（第１０４４回）議事要旨 
 

１ 日 時 

  平成２９年７月１２日（水）１５：００～１７：３０ 

 

２ 場 所 

  総務省会議室（１０階１００２会議室） 

    

３ 出席者（敬称略） 

(1) 電波監理審議会委員 

吉田 進（会長）、石黒 美幸（会長代理）、松﨑 陽子、林 秀弥、櫻田 謙悟 

(2) 審理官 

森 孝 

(3) 幹事 

渡邊 喜久（総合通信基盤局総務課課長補佐） 

(4) 総務省 

渡辺総合通信基盤局長、山田情報流通行政局長、竹内電波部長、奈良大臣官房審議官 他 

 

４ 議 事 模 様 

(1) 平成28年度電波の利用状況調査の評価案について           （諮問第１３号） 

  審議の結果、諮問のとおり評価することは適当との答申をした。 

 【内容】 

  平成28年度に実施した714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯の電波の利用状況調査に基づく

電波の有効利用の程度について評価するもの。 

 

(2) 電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案について 

（移動通信システムに係る無線局の免許の有効期間の終期の統一）    （諮問第１４号） 

  審議の結果、諮問のとおり改正することは適当との答申をした。 

 【内容】 

  移動通信システムに係る無線局の免許の有効期限の期日を５年に一度の同一月日にそろえ

るために、電波法施行規則等の規定を改正するもの。 

 

(3) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 

（小電力無線システムの無線局の高度化）                （諮問第１５号） 
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  審議の結果、諮問のとおり改正することは適当との答申をした。 

【内容】 

  情報通信審議会答申に基づく小電力無線システム（920MHz帯及び1.9GHz帯デジタルコード

レス電話）の高度化に必要な関係規定の整備を行うもの。 

 

(4) 周波数割当計画の一部を変更する告示案について 

（小電力無線システムの無線局の高度化）               （諮問第１６号） 

  審議の結果、諮問のとおり変更することは適当との答申をした。 

【内容】 

  920MHz帯小電力無線システム及び1.9GHz帯デジタルコードレス電話の高度化等のため、周

波数割当計画を変更するもの。 

 

(5) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 

（eMTC及びNB-IoTの導入）                     （諮問第１７号） 

  審議の結果、諮問のとおり改正することは適当との答申をした。 

 【内容】 

  情報通信審議会答申（LTE-Advanced等の高度化に関する技術的条件）を踏まえたeMTC及び

NB-IoTの導入に係る関係規定の整備を行うもの。 

 

(6) 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する 

省令案について 

（公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に伴う制度整備）    （諮問第１８号） 

  審議の結果、諮問のとおり改正することは適当との答申をした。 

 【内容】 

  情報通信審議会答申（公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に関する技術的条件）

を踏まえた公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に係る関係規定の整備を行うもの。 

 

(7) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等の一部を改正する省令案について 

（測定器等の較正等に係る期間の延長）                （諮問第１９号） 

  審議の結果、諮問のとおり改正することは適当との答申をした。 

 【内容】 

  登録証明機関及び登録検査等事業者等が使用する測定器等の較正等に係る期間の延長に係

る電波法の一部改正に伴い、関係規定の整備を行うもの。 
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(8) 日本放送協会の放送法第20条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準の変更の 

認可について                            （諮問第２０号） 

  審議の結果、諮問のとおり認可することは適当との答申をした。 

 【内容】 

  日本放送協会が他の放送事業者と共同でラジオの周知活動を行う場合に、必要に応じて配

信地域を制限することについて実施基準の変更の認可を行うもの。 

 

(9) その他 

  日本放送協会平成２８年度決算の概要について、総務省から報告があった。 

   

（文責：電波監理審議会事務局） 


